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■今回の変更内容は、軽微な変更にあたるため、国土交通大臣に届出を行う。

地域公共交通再構築事業 -社会資本整備総合交付金

地域づくりの一環として、地域公共交通ネットワークの再構築に必要なインフラ整備に取り組む地方公共団体への支援を可能とするため、地方公共団体
が、地域公共交通計画及び⽴地適正化計画その他のまちづくり・観光計画において中⻑期的に必要なネットワーク（鉄道・バス路線）を位置付けた場合
に、ネットワーク形成に必要な施設整備等に関する地域の取組を支援

地域公共交通再構築事業 - 社会資本整備総合交付⾦の基幹事業として創設

利⽤者の⼤幅減等により、現状のままでは地域交通ネットワークの維持が難しい状況になっている地域において、地域戦略と連動した持続可能性・利便
性・効率性の⾼い地域交通ネットワークへの再構築を図るため、新たに社会資本整備総合交付⾦に基幹事業として「地域公共交通再構築事業」を創設
（基幹事業の追加は創設以来初めて）

【補 助 要 件】
(1) 地域公共交通計画の作成・地域公共交通特定事業実施計画の認定
- 地域公共交通計画が作成され、かつ、地域公共交通特定事業実施計画の⼤臣認定を受けていること

※鉄道については、⾚字路線であって再構築協議会（仮称）等において策定された鉄道事業再構築実施計画に係る路線が対象

(2) 地方公共団体の計画における地域公共交通とまちづくり・観光戦略等の相互連携
- 地方公共団体が作成する、まちづくり/観光等に関する計画（例︓⽴地適正化計画）において、まちづ

くりや観光における戦略の一つとして「鉄道の活⽤」「バスネットワークの活⽤」が位置付けられ、そのための
実効性ある取組が具体的に記載されていること

(3) 事業の効果（実効性）を確認するための目標設定
- ①利⽤者数 ②事業収支 ③国/地方公共団体の支出額 の目標を設定すること

(4) 実効性のある地域活性化のための鉄道・バスの活用
- 本事業に関連する施設整備を含め実効性ある利⽤促進施策が実施計画に具体的に位置付けられること
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- 地域公共交通計画が作成され、かつ、地域公共交通特定事業実施計画の⼤臣認定を受けていること

※鉄道については、⾚字路線であって再構築協議会（仮称）等において策定された鉄道事業再構築実施計画に係る路線が対象
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■本市では、令和８年度から、あすなろう鉄道の施設整備に係る費用の一部に
ついて、社会資本整備総合交付金の活用を予定しています。
（２）の補助要件を満たすため、「四日市市立地適正化計画」の記載内容を見直し、
「鉄道事業再構築実施計画」に追記。
「鉄道事業再構築実施計画」の変更内容は上記に係る箇所のみとなります。

EVバス充電施設の設置

営業所/⾞庫の整備

停留所の設置

既存施設の撤去駅の新設・移設・改築

EVバス⾞両の導⼊

高速化（軌道強化）

鉄道とBRTの連携

乗⼊れ

専用道

GX/DX⾞両の導⼊



2地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（抜粋）
第三章 地域公共交通計画の作成及び実施

第五節 鉄道事業再構築事業

第二十四条 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再
構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及
び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築
実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとす
る。
５ 第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとすると
きは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更
については、この限りでない。
６ 第二項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、
遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

■今回の変更内容は、軽微な変更にあたるため、国土交通大臣に届出を行う。


